
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定にお け る参考資料  

 

  



策定までの経過 

 

平成３０年度       鷹栖町第８次総合振興計画策定に向けた町民アンケートの実施 

                  町内団体向けヒアリング・地区ワークショップの開催 

                  まちづくりセミナー（全５回）の開催 

令和元年６月１１日  第 1回社会教育委員兼公民館運営審議会 

◼ 中期計画策定の背景について説明 

◼ 策定委員会委員案の提示 

令和元年７月１２日  「鷹栖町社会教育中期計画（第１次）の策定について」教育委員会か

ら策定委員会へ諮問 

第 1回鷹栖町社会教育中期計画策定委員会 

◼ 骨子案の提示 

◼ 日頃の活動、地域の現状について意見交換 

令和元年１２月９日  第 2回鷹栖町社会教育中期計画策定委員会 

◼ 「鷹栖町社会教育アクションプラン（第１次）」素案の提示 

◼ 素案に対し委員から意見聴取 

令和２年２月１日～１４日 

プラン案に対する策定委員意見集約及び町民向けパブリックコメント 

【町民からのコメント提出：１件】 

令和２年２月２８日   第 3回鷹栖町社会教育中期計画策定委員会 

◼ 最終案の提示 

                  策定委員会から教育委員会へ答申 

令和２年３月６日    教育委員会審議・決定 







鷹栖町社会教育中期計画策定委員会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 目まぐるしく変化する社会に対応し、住民の生涯にわたる学習に対する課題解決、ニ

ーズに応えられる社会教育中期計画を策定するため、鷹栖町社会教育中期計画策定委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、教育委員会より諮問された「鷹栖町社会教育中期計画（第１次）の策定

について」を専門的に審議し、計画の策定、必要な調査、検討及び協議を行い、答申を行

うこととする。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員14人以内で組織する。 

２ 委員会の委員は、以下の者をもって組織する。 

（1） 社会教育委員兼公民館運営審議会委員  すべての者 

（2） 学校運営協議会コーディネーター    １名 

（3） 鷹栖町文化財審議会委員        推薦者１名 

（4） 鷹栖町スポーツ推進委員        推薦者１名 

３ 委員は教育委員会が委嘱する。 

 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、第１回会議の日から教育委員会へ答申した日までの期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 協議会に委員長及び副委員長各１名を置く。 

２ 委員長は社会教育委員兼公民館運営審議会委員長をもって充て、副委員長は委員長が

任命する。 

３ 委員長は、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、必要に応じて、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めることができる。 

 

（オブザーバー） 

第７条 委員長は、必要に応じて会議にオブザーバーの出席を求め、意見を聞くことができる。 



（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 

 

 

附 則 

１ この要綱は、令和元年６月２１日から施行する。 

２ この要綱は、「鷹栖町社会教育中期計画（第１次）の策定について」の答申が出された日

に、その効力を失う。 

  



鷹栖町社会教育中期計画策定委員会 

（敬称略） 

社会教育委員兼公民館運営審議会委員 

倉    博之 学校関係者（校長会）【副委員長】 

宮武  一典 鷹栖地区 

円山  宗真 北野地区 

植西富士子 中央地区 

加地  良和 北斗地区 

濱田  一博 北成地区 

長田  良信 体育協会 

大石    隆 文化協会 

斉藤  哲子 学識経験者（町議会）【委員長】 

根本美由紀 学識経験者（女性団体） 

坂上  和恵 家庭教育向上活動者（地域女性代表） 

 関係団体代表者等 

梅澤  美幸 学校運営協議会コーディネーター（社会福祉協議会） 

側      彰 文化財審議会委員職務代理 

唐崎  英史 スポーツ推進委員副委員長 

 

  



鷹栖町社会教育アクションプラン（第１次）案へのパブリックコメント結果 

年代等 意見等 計画への反映等 

北野在住 

60 代男性 

提案…図書の宅配ボランティア 

「読書活動推進計画」Ｐ１２の課題でもある、利便性を図るための手

段として、高齢者だけでは無く、様々な要因を持つ住民に対しての一つ

の手段でもあると考えます。 

よって、Ｐ８の２－２－４ 読書活動欄において、「読書活動推進計

画」の中で巡回図書の手法の再検討が必要とも記載されているので、

【現状の分析／見えてきた課題】欄に、上記宅配ボランティアの記載を

提案します。 

Ｐ３２の４－２－４「読書活動」欄の基本的な取り組み方針で、「★

具体的な内容については「鷹栖町読書活動推進計画」に基づいて取り組

みを進めます。」と記載しているが、重点施策の項目が無いので、その

施策としてそこに記載してはどうでしょうか。 

「鷹栖町読書活動推進計画」と重複しますが、巡回図書の手法の再検

討も、重点施策の項目としてはどうでしょうか。 

また、上記趣旨から、図書の宅配ボランティアを検討すると記載する

ことも提案します。 

この項に重点施策が無い理由として、「鷹栖町読書活動推進計画」に基

づくというのであれば、その旨の記載が必要と思います。 

貴重なご意見、ありがとうございます。 

 ご提案いただきました、図書の宅配ボランティアにつきまし

ては、「鷹栖町読書活動推進計画」においても課題としてあげて

いる、高齢者等への交通手段対策等、一つの手段であると考え

ます。 

 ご指摘のとおり、本プラン案のＰ３２において、読書活動の

重点施策が無い理由として、計画に基づく旨を分かりやすく標

記させていただきます。 

 なお、読書活動推進計画におきましては、「移動図書等、出向

く図書環境の整備検討」（Ｐ２７）の内容において、宅配サービ

スを含めた事業検討の旨を記載しております。読書についてよ

り具体的に議論する協議会も設けておりますので、委員の皆さ

んへの提示を含め、実施に向けた検討を進めてまいります。 

 


